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冒
頭
の
あ
い
さ
つ
で
横
倉

義
武
会
長
は
、
「
多
職
種
連

携
を
密
に
し
、
『
か
か
り
つ

け
医
』
が
地
域
の
実
情
と
ニ

ー
ズ
に
柔
軟
に
対
応
し
な
が

ら
地
域
医
療
を
実
践
し
て
い

く
こ
と
こ
そ
が
、
国
民
に
安

心
を
約
束
し
、
効
率
的
か
つ

質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
と

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

構
築
に
向
け
た
要よ

う

て

い諦
で
あ

る
」
と
指
摘
。
そ
の
実
現
の

た
め
に
も
、
か
か
り
つ
け
医

機
能
の
評
価
を
高
め
、
更
な

る
普
及
と
定
着
を
図
っ
て
い

く
こ
と
が
、
日
医
を
挙
げ
て

取
り
組
む
べ
き
、
最
大
の
課

題
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し

た
。診

療
報
酬
と
介
護
報
酬
の

同
時
改
定
に
つ
い
て
は
、
２

０
２
５
年
に
向
け
て
、
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

が
全
国
で
急
務
と
な
る
中

で
、
医
療
と
介
護
が
一
体
的

に
提
供
さ
れ
る
体
制
の
要
を

担
う
こ
と
が
「
か
か
り
つ
け

医
」
に
は
期
待
さ
れ
て
い
る

と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
過

不
足
の
な
い
医
療
が
提
供
で

き
る
よ
う
、
「
人
」
に
対
す

る
十
分
な
財
源
の
手
当
て
を

政
府
・
与
党
に
対
し
強
く
要

望
し
て
い
く
と
し
た
。

ま
た
、
国
民
に
対
し
て
も
、

安
心
し
て
医
療
や
介
護
を
受

け
る
た
め
に
は
何
が
必
要

か
、
そ
の
コ
ス
ト
を
示
し
な

が
ら
、
広
く
理
解
と
同
意
を

求
め
て
い
く
と
し
た
。

働
き
方
改
革
に
関
し
て

は
、
①
医
師
に
は
医
師
法
で
、

応
招
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る

②
一
人
前
の
医
師
と
し
て
活

躍
で
き
る
ま
で
に
は
、
10
年

以
上
の
自
己
研け

ん

さ

ん鑽

と
、
そ
の
後
も
日
進

月
歩
の
医
学
・
医
療

の
習
得
に
向
け
た
生

涯
学
習
が
必
要
な
職

業
で
あ
る
③
罰
則
を

伴
う
労
働
時
間
へ
の

上
限
規
制
の
性
急
な

導
入
は
、
地
域
医
療

に
相
当
な
混
乱
を
来

す
恐
れ
が
あ
る

─

こ
と
な
ど
か
ら
、
医

療
現
場
の
実
情
を
踏

ま
え
た
上
で
、
「
労

働
時
間
の
上
限
」
と

「
応
招
義
務
」
に
配

慮
し
た
方
策
を
政
府

関
係
者
ら
に
対
し
、

求
め
て
き
た
こ
と
な

ど
を
説
明
。
「
そ
の

結
果
、
政
府
は
医
師

の
残
業
規
制
を
法
施

行
後
５
年
間
猶
予
し
、
そ
の

間
、
勤
務
環
境
改
善
に
向
け

た
検
討
を
行
う
と
す
る
内
容

が
、
『
働
き
方
改
革
実
現
会

議
』
が
ま
と
め
る
実
行
計
画

の
中
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
」
と
述
べ
た
（
関

連
記
事
６
面
）。

ま
た
、
医
師
偏
在
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
「
政
府
内
で

の
議
論
の
進
め
方
も
含
め

て
、
大
変
危
惧
し
て
い
る
」

と
し
た
上
で
、
医
療
界
と
し

て
の
提
言
を
取
り
ま
と
め
、

意
思
表
示
を
行
う
た
め
に
、

　第139回日本医師会臨時代議員会が3月26日、360名の代議
員（定数363名）出席の下、日医会館大講堂で開催された。
　当日は、上程された「第1号議案　平成28年度日本医師会会
費減免申請の件」が賛成多数で可決決定された他、各ブロック
から提出された代表質問・個人質問に対して、日医執行部より
回答を行った（回答の概要は2～5面参照）。

横倉会長

わ
が
国
の
医
療
政
策
を
リ
ー
ド
し

 

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
に
も
積
極
的
に
関
わ
る
決
意
を
示
す

第
139
回
日
本
医
師
会
臨
時
代
議
員
会

会
内
に
「
医
師
の
団
体
の
在

り
方
検
討
委
員
会
」
を
新
設

し
た
こ
と
を
報
告
。
「
本
委

員
会
の
報
告
書
等
を
基
に
、

ま
た
、
各
地
域
で
独
自
に
医

師
偏
在
対
策
に
乗
り
出
さ
れ

て
い
る
実
例
を
支
援
し
、
積

み
上
げ
な
が
ら
、
医
師
の
自

主
性
と
自
律
性
が
担
保
さ
れ

会
費
減
免
申
請
の
件
を
全
会
一
致
で
可
決

続
い
て
、
報
告
に
移
り
、

19
の
具
体
的
な
活
動
を
重
点

課
題
と
し
た
「
平
成
29
年
度

日
本
医
師
会
事
業
計
画
」
に

つ
い
て
は
中
川
俊
男
副
会
長

が
、
「
平
成
29
年
度
日
本
医

師
会
予
算
」
に
関
し
て
は
今

村
聡
副
会
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ

資
料
を
基
に
そ
の
内
容
を
概

説
し
た
。

ま
た
、
橋
本
省
財
務
委
員

会
委
員
長
か
ら
は
、
財
務
委

員
会
（
１
月
６
日
開
催
）
に

お
け
る
平
成
29
年
度
日
本
医

師
会
事
業
計
画
及
び
予
算
案

に
関
す
る
審
査
の
経
過
及
び

結
果
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

引
き
続
き
、「
第
１
号
議
案　

平
成
28
年
度
日
本
医
師
会
会

費
減
免
申
請
の
件
」
が
上
程

さ
れ
、
今
村
副
会
長
が
、
①

適
用
者
は
合
計
１
万
４
８
０

６
名
で
、
減
免
申
請
金
額
は

４
億
６
３
７
７
万
１
千
円
で

あ
る
こ
と
②
そ
の
内
訳
は
、

高
齢
の
事
由
に
よ
る
も
の
が

１
万
９
９
２
名
で
４
億
１
２

７
７
万
円
、
疾
病
そ
の
他
の

事
由
に
よ
る
も
の
が
５
９
８

名
（
東
京
電
力
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
福

島
県
相
馬
郡
・
双
葉
郡
の
避

難
者
含
む
）
で
３
０
５
２
万

３
千
円
、
出
産
・
育
児
に
よ

る
も
の
が
73
名
で
２
２
０
万

８
千
円
、
研
修
医
が
３
１
４

３
名
で
１
８
２
７
万
円

─

な
ど
、
提
案
理
由
を
説
明
。

表
決
に
移
り
、
全
会
一
致
で

可
決
決
定
さ
れ
た
。

る
よ
う
、
医
師
の
偏
在
対
策

に
向
け
た
議
論
を
牽け

ん
い
ん引
し
て

い
き
た
い
」
と
し
た
。

そ
の
上
で
、横
倉
会
長
は
、

今
後
も
わ
が
国
の
医
療
政
策

を
リ
ー
ド
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル

ヘ
ル
ス
に
も
積
極
的
に
関
わ

る
こ
と
で
、
全
国
の
医
師
会

員
、
更
に
は
世
界
医
師
会
加

盟
の
１
１
２
カ
国
・
地
域
に

及
ぶ
医
師
会
員
の
信
託
に
誠

実
に
応
え
て
い
く
決
意
を
示

し
、
代
議
員
に
更
な
る
理
解

と
支
援
を
求
め
た
。

横
倉
会
長

塩崎厚労大臣に
 地域医療介護総合確保基金に関する
                                要望書を提出

ら
れ
る

─
な
ど
の
問
題
も

あ
り
、
地
域
か
ら
は
、
「
使

い
勝
手
が
悪
い
の
で
、
見
直

す
べ
き
」
と
の
指
摘
が
出
て

い
た
。

今
回
の
要
望
は
そ
れ
ら
の

指
摘
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、（
１
）
国
庫
補

助
事
業
か
ら
の
移
行
分
の
財

源
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
、

及
び
、
例
え
ば
看
護
職
員
や

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門

職
種
の
養
成
施
設
に
つ
い
て

は
、
地
域
に
根
差
し
た
人
材

を
養
成
で
き
る
よ
う
、
地
元

定
着
率
の
高
さ
（
見
込
み
）

な
ど
を
評
価
し
、
支
援
す
る

こ
と
、
（
２
）
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
、
特

に
子
育
て
を
し
な
が
ら
医
療

や
介
護
の
現
場
に
従
事
し
て

い
る
方
々
の
働
き
方
を
支
援

す
る
こ
と
、
（
３
）
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
い

て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
が
継
続

性
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
、
（
４
）
地
域

医
師
会
等
に
よ
る
医
療
・
介

護
連
携
（
有
床
診
療
所
の
活

用
を
含
む
）
の
充
実
方
策
を

評
価
す
る
こ
と
、
（
５
）
医

療
分
に
つ
き
、
事
業
区
分
間

の
融
通
を
認
め
る
こ
と
、
都

道
府
県
に
対
す
る
交
付
金
の

他
事
業
区
分
へ
の
活
用
等
、

（
６
）
地
域
医
療
介
護
総
合

確
保
基
金
（
医
療
分
）
を
大

幅
増
額
し
（
補
正
予
算
に
よ

る
対
応
を
含
む
）、
事
業
区

分
Ⅱ
・
Ⅲ
の
充
実
も
図
る
こ

と
、
（
７
）
都
道
府
県
が
、

地
域
の
実
情
を
的
確
に
反
映

し
、
ま
た
事
業
計
画
を
適
切

に
立
案
で
き
る
よ
う
、
厚
労

省
よ
り
積
極
的
に
指
導
、
支

援
を
行
う
こ
と

─
な
ど
、

７
項
目
の
実
現
を
求
め
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

要
望
書
を
受
け
取
っ
た
塩

崎
厚
労
大
臣
は
、
「
地
元
の

愛
媛
県
か
ら
も
基
金
の
見
直

し
を
求
め
る
要
望
は
受
け
て

い
る
」
と
し
て
、
そ
の
見
直

し
に
一
定
の
理
解
を
示
し
た
。

横
倉
義
武
会
長
は
３
月
29

日
、
厚
生
労
働
省
に
塩
崎
恭

久
厚
生
労
働
大
臣
を
訪
ね
、

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基

金
に
関
す
る
要
望
書
を
手
渡

し
た
。

平
成
26
年
度
に
創
設
さ
れ

た
本
基
金
は
、
こ
れ
ま
で
３

年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ

れ
、
そ
の
間
、
全
国
各
地
で
、

都
道
府
県
行
政
と
医
師
会
と

が
一
体
と
な
っ
て
、
質
の
高

い
医
療
提
供
体
制
や
、
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

を
目
指
し
た
事
業
計
画
づ
く

り
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
一
方
で
、
①
事
業
区

分
Ⅰ
の
、
い
わ
ゆ
る
病
床
の

機
能
分
化
に
重
点
配
分
す
る

こ
と
が
国
の
方
針
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
在
宅
医
療
や
医

療
関
係
者
の
養
成
・
確
保
に

十
分
資
金
が
回
ら
な
い
②

「
診
療
報
酬
や
他
の
財
源
で

手
当
て
さ
れ
て
い
る
も
の
は

基
金
の
対
象
外
」
と
い
う
ル

ー
ル
を
、
し
ゃ
く
し
定
規
に

運
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
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髙橋克子代議員（東北ブロック）からの日医女性医師支援事業及び支援
委員会の今後についての質問に、今村副会長は、厚生労働省からの委託を
受けて実施している女性医師支援センター事業が行政評価の指摘を受け、
効率化、重点化を求められたことから、大幅な体制変更をしたことにより、
支援委員会の立ち上げを見送る判断に至った経緯を説明し、理解を求めた。
その上で、新年度の支援センター事業については、女性医師バンクの就
業斡

あっせん

旋を中核とし、従来の事業についてはその重要性を踏まえ、引き続き
実施していくとした。
更に、女性医師支援事業は日医として非常に重要であり、組織強化にと
っても欠くことのできない事業であることから、事業を進めるに当たり、
その内容については女性医師支援センター事業運営委員会において企画・
立案し、併せて今期の諮問が「組織強化と女性医師」である男女共同参画
委員会とも連携を取りながら実施していく考えを示した。

寺下浩彰代議員（近畿ブロック）からの専門医制度と日医の組織強化に
ついての質問には、横倉会長が回答。日医として、引き続き地域医療に十
分配慮した制度運営に努めていくとした上で、医師の偏在対策については、
政府審議会の下部組織である「医師需給分科会」の早急な再開を求め、地
域の実態に応じ、医師個人の意思を尊重した偏在解消の仕組みをつくるた
めに議論を展開していく意向を示した。
また、総合診療専門医については、高齢化が加速する状況において、多
様な疾患を持つ高齢者の特性等に応じて、総合的な診療能力が期待される
ものとの認識を示しつつ、「全ての医師が専門医になる理由はなく、国の
介入による法的規制を受けるものであってはならない」と述べ、日医とし
ては、今後とも「かかりつけ医」を定着させるよう鋭意努力していくとし
た。
一方、組織強化への取り組みについては、その効果として、全国の医師
会でさまざまな取り組みが展開されるようになった点を挙げた。

矢嶋茂裕代議員（中部ブロック）からの日医の乳幼児及び学童の諸問題
に対する取り組みについての質問には、横倉会長が回答を行った。
日医の取り組みとしては、平成23年より都道府県医師会との共催で「子
育て支援フォーラム」を開催していること、3月19日開催の学校保健講習
会では、シンポジウム「学校管理下における事故とその予防」で突然死を
含む死亡事故について取り上げたこと等を報告。
また、平成26年度からは「小児Aiモデル事業」の一環として、15歳以
下の小児の死亡症例についてAi画像の読影とデータ収集を行っており、
『小児Aiの読影に関する手引き』としてまとめる予定であることにも言及。
「死因究明の充実に向けた取り組みを通じて得た知見や経験を、今後は乳
幼児の防ぎ得る死の予防に結び付けていくことも必要である」として、「引
き続き、将来を担う子ども達の健康と安全を医学・医療の面から支えてい
くために取り組んでいきたい」と述べた。

堂前洋一郎代議員（関東甲信越ブロック）からの情報化時代の医療広告
についての質問に対して、松原副会長は、今回の医療法改正案で広告規制
の対象となる方向の医療機関のホームページについて、多くの場合、患者
や国民にとって有益な取り組みとなっているが、その自由度を守りつつ氾

はん

濫
らん

する情報から患者の生命や健康を守り、国民の医療への信頼を築いてい
く必要があると指摘。今後も、ホームページを含む医療広告に関しては、『医
師の職業倫理指針』に示された理念の普及啓発に努めていくとした。
また、医療広告の監視体制に関しては、日医は、医療法上、「診療に関
する学識経験者の団体」として、厚労大臣に対し、ホームページを含む広
告の基準案に意見を述べる立場にあると説明。更に、詳細な規制内容を検
討する関係検討会にも参画して、具体的な規制の枠組みづくりと、国や都
道府県の監視体制強化を支えていく方針だとした他、都道府県医師会に対
しても、行政と連携した対応とともに、適宜、情報提供を行うことを求め
る考えを示した。

日本医師会女性医師支援事業及び支援委員会の今
後について

専門医制度と日医の組織強化について

日医の乳幼児及び学童の諸問題に対する取り組み
について情報化時代の医療広告について 3

代表質問

6
代表質問

4
代表質問

5
代表質問

藤原秀俊代議員（北海道ブロック）の健康保険組合における医療保険者
等中間サーバーを通じた情報連携業務に関する質問に、松原謙二副会長は、
「中間サーバーは、医療保険分野における番号制度の活用によって、正確
な情報管理や異なる制度間における給付調整の確実性の向上、更には添付
書類の省略による被保険者の負担軽減等を図るためのものであり、この中
間サーバーの仕組みを活用することで、医療等IDが実現する予定になっ
ている」と説明。「費用が膨らまないように注視することは当然だが、医
療等IDの実現に向けた重要な仕組みであるので、具体的な意見を提示し
ていきたい」との考えを示した。
また、近年、医療保険制度のさまざまな改革において、その必要財源の
捻出を患者に求める傾向に懸念を示した上で、「国民が安心して医療・介
護を受けられるように、必要な財源については、安易に患者負担を求める
のではなく、国としてしっかりと財源措置を講ずるよう、今後も強く要求
していく」とした。

坂本不出夫代議員（九州ブロック）からの災害時におけるJMATの位
置付け並びに今後の強化策についての質問には、中川副会長が回答した。
JMATについては、平成28年5月に政府の防災基本計画が改定され、
その位置付けが明確化されたことを改めて説明。「今後は、東日本大震災
や熊本地震での経験を活かして、指揮命令系統の統一の仕組みを始めとす
る組織全体のルールの明確化を更に進めていきたい」と述べた。
また、今期の救急災害医療対策委員会では、「JMATのコーディネート
機能」が諮問事項の一つとなっており、「統括JMAT」について検討して
いること、都道府県医師会の役職員を対象としたJMATのコーディネー
ター研修など、災害医療研修のための費用を来年度予算で確保したことを
報告。その上で、「コーディネート機能、情報の収集・発信機能が十分に
発揮されてこそ、多くのJMATが被災地での診療活動に専念できる」と
して、更なる理解と協力を求めた。

中間サーバー等にかかる必要経費の保険者負担に
ついて

災害時におけるJMATの位置付け並びに今後の
強化策について1

代表質問

2
代表質問
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河村康明代議員（中国四国ブロック）の医療費削減のための「ICT診
療（≒遠隔診療）」についての質問には、中川副会長が回答。「医療もICT
も進歩を続ける中、国民に寄り添う形でICTを活用し、日常の診療を進
化させていくことは必ずしも否定するものではない」との基本的な考えを
示すとともに、「遠隔診療は、あくまで対面診療の補完である」とする日
医の立場を強調した。
また、最終的に医療の責任を取るのは医師であり、遠隔診療は医師の対
面診療に取って代わるものではないとした他、「在宅医療を関係職種に業
務移転するツールとして利用し、安易に遠隔医療を広げることは認められ
ない」と述べた。
更に、遠隔診療が過度に進んだ場合、医師の技術料の縮小や公的医療費
の抑制による民間市場の拡大等が懸念されるとし、このような状況の中、
日医はICTや人工知能（AI）の進歩に浮足立つことなく、しっかりとその
利点と問題点を指摘し、地域医療の進化に貢献していくとの考えを示した。

蓮沼剛代議員（東京ブロック）からの、わが国における今後のたばこ対
策についての質問には、今村副会長が回答。たばこによる税収に替わる安
定的な財源を確保するための措置の必要性を指摘する一方、たばこは喫煙
者のみならず、非喫煙者にも受動喫煙による影響があることは疑いようが
ないとするとともに、「国民の健康寿命の延伸を実効あるものにするため
にも、受動喫煙防止対策の強化に向けた取り組みに邁

まいしん

進していく」と述べた。
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた受動喫煙防止対策
を強化する「健康増進法改正案」についても、当初の厚労省案から掛け離
れた内容は容認できないと強調。国民全体で問題意識を共有し、一丸とな
って取り組む必要があるとした。
また、日医として、たばこは全ての年齢に影響するサイレントキラーで
あることや、その恐ろしさを認識し理解を深めてもらうため、国民向けの
小冊子『あなたのため、そばにいる人のため　禁煙は愛』を作成したこと
も併せて紹介した。

医療費削減のための「ICT診療（≒遠隔診療）」
について

わが国における今後のたばこ対策に関して

7
代表質問

8
代表質問

大澤英一代議員（奈良県）の医師偏在対策についての日医の考えを問う
質問には、釜萢敏常任理事が、国の医師偏在対策の議論の中で、「医師不
足地域勤務経験を、保険医登録の条件としてではなく、管理者要件とする
案」が出されていることに関して、平成27年12月の日医・全国医学部長
病院長会議の合同緊急提言を踏まえて大筋認めていると説明。国がより厳
しい規制的手法をとる恐れもあることから、日医は、医師自ら偏在の解消
に向けた具体策を提言する必要があるとの認識に立ち、「医師の団体の在
り方検討委員会」で議論を深めているところであるとした。
その上で、医師偏在対策は、長期的展望と一貫性をもって行う必要があ
ると指摘。まずは、厚労省医師需給分科会における議論の再開が最優先さ
れるべきとの考えを示し、日医としては、医師の自発的な意思を尊重し、
強制的な仕組みを極力排除しながら、医師偏在が実際に解消する着地点を
探っていくとした。

大塚明廣代議員（徳島県）からの「日本医師会の組織強化を図るために」
との質問には、市川朝洋常任理事が回答。まず、「国民皆保険堅持のため
には、日医が強固な組織力を維持し続けるべきとの考えに同感である」と
述べるとともに、「入会率の増加や会員の健康増進、結束力強化の重要性
といった認識から、横倉会長が会務運営の基本方針の一つに組織力強化を
掲げ、会内に『医師会組織強化検討委員会』『勤務医の健康支援のための
検討委員会』『日本医師会綱領検討委員会』等を設置し、各委員会からの
提言を基に、医療に関わる課題の解決や、魅力ある医師会づくりに取り組
んできたが、組織力強化に向けたこれまでの方策が不十分との指摘は、
真
し ん し

摯に受け止めたい」とした。
その上で、今後については、「医師会組織強化検討委員会」や「医師の
団体の在り方検討委員会」などからの提言を基に、都道府県・郡市区等医
師会の協力を得ながら、より一層、魅力ある医師会づくりに取り組んでい
くとして、引き続きの協力を求めた。

今眞人代議員（北海道）からの、外来受診時定額負担について、①かか
りつけ医の普及を進める方策や外来時の定額負担の在り方への日医の対応
②フリーアクセスを阻害する登録医制度へつながらないのか─を問う質
問には、松本吉郎常任理事が回答した。
①では、日医が記者会見で繰り返し反対し、安倍晋三内閣総理大臣を始
め政府・与党に理解を求めたことにより、結論が2017年末まで先送りさ
れたことを紹介。今後も議論は避けられないが、受診抑制につながる受診
時定額負担が導入されることのないよう、引き続き政府に対して厳しく働
き掛けていくとした。
②では、「フリーアクセスはしっかりと守っていく。大病院と中小病院・
診療所の外来の機能分化の観点から、選定療養による定額負担について、
例えば対象の大病院の要件や負担額の現状を分析した上で更に検討を進
め、それにより生じた財源を地域連携の推進や、かかりつけ医の評価など
に活用することも一考に値する」と述べた。
また、併せて受診時定額負担の前に、社会保障の理念に基づき、応能負
担の議論を進めていくべきとした。

日医の組織強化を図るために

外来受診時定額負担について

医師偏在対策について

1
個人質問

2
個人質問

3
個人質問

佐藤家隆代議員（秋田県）は、①各研修に互換性や統一性を持たせる②
「かかりつけ医研修手帳」を作成する③e-1earningの導入と医師資格証を
利用した一括管理システム開発を検討する─ことを要望。鈴木邦彦常任
理事は、①の各研修会等は目的別に実施しているが、まだ十分に理解して
頂けていない面や違いが分かりづらい部分もあると説明。平成29年度に
開催予定の研修会テキスト作成に当たっては、内容の全体的な調整を図っ
ているところで、それぞれの目的を改めて周知していきたいとした。
②については、新たに「全国医師会研修管理システム」を導入した経緯
を説明。「医師資格証」を用いた出欠管理システムとも連動しており、出
欠をオンラインで登録すれば、受講履歴や単位の取得状況の確認、地域包
括診療加算並びに地域包括診療料に係る研修実績の証明への活用も可能と
なるとした。
③には、診療報酬の算定方法に係る疑義解釈においてe-learningでは要
件を満たさない講義も含まれているため導入は難しく、社会的信頼性確保
のために、医師会が座学の研修会の受講管理を厳密に行う点も質の担保を
図る一環と考えているとして理解を求めた。

日医かかりつけ医機能研修制度と在宅医リーダー研修、地域
包括診療料に関連する研修のあり方に関する内容について4

個人質問
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二井栄代議員（三重県）からの日医が各ステークホルダーの先頭に立ち
少子化問題に真正面から立ち向かうべきとの要望に対して、今村定臣常任
理事は、まず、成育基本法について、国民への周知や国会議員の先生方と
の意見交換等を経て、マスコミ、厚労省等にも理解が広がっている現状を
説明。「羽生田俊参議院議員が厚生労働委員会委員長に就任したこの機会
を逃さず、法案成立に向けて尽力していきたい」とした。
また、前期の母子保健検討委員会において、「少子化対策に関する政策
提言書」を中間答申として取りまとめたことを改めて報告するとともに、
日本の少子化対策が人口問題先進国と比べて立ち遅れている現状を憂慮。
少子化問題の根本的解決のためには、「子育て支援の充実」「経済・雇用及
び男女共同参画」「教育現場への支援」等の向上が必須であるとして、本
政策提言書を活用しながら関係各所へ働き掛けていくとするとともに、代
議員に対しては成育基本法の早期成立に向け、引き続き、地元の国会議員
の先生方への働き掛けを求めた。

松山正春代議員（岡山県）からの集団的個別指導・個別指導等に関する
日医の見解を問う質問には、松本（純）常任理事が回答。平成19年に閣
議決定された「経済財政改革の基本方針2007」に示された「個別指導年
間8,000件」は平成20年から24年の目標とされているにもかかわらず、現
在もなお引用されていることについて、「聖域なき構造改革に基づき医療
費抑制を狙った『基本方針2007』の考え方が継続されている」として、
引き続き、再検討を求めていく考えを示した。
個別指導等については、高点数による選定は萎縮医療を強いるだけであ
り、改善に向けさまざまな方策を検討しているとした他、返還目的による
指導は厳に慎むべきと主張していることを説明し、理解を求めた。
また、現行の『指導大綱』については、日医としては法改正ではなく、
運用の見直しで是正すべく厚労省当局と協議を行っているとし、「医療現
場で問題が発生した場合には、日医まで連絡して欲しい」とした他、医療
指導官の定年延長や専門医の取得が可能になるような柔軟な運用について
も、申し入れを行っていくとした。

河野幸治代議員（大分県）からの①全国規模の医療等ネットワーク整備
の現状と今後の展望②医師資格証（HPKIカード）や医療等IDに関する
現状と今後の展望─について日医の見解を問う質問には、石川広己常任
理事が回答。
①については、会内の「医療等ID運用に向けた諸課題検討委員会」で
の議論を踏まえて、総務省では医療等分野におけるデータ共有基盤のあり
方に関する実証事業が開始されており、平成30年3月までには、具体的な
ネットワークの仕組みが構築される予定であるとした。
②については、電子的な紹介状を安全にやり取りできる仕組みとして「メ
ドポスト」を考案し、4月よりORCA管理機構からサービス提供を開始す
ること等を報告。医療等IDは、現在、具体的な運用やシステム構築が進
められているとした上で、「現在の医療ICT分野の動きは、日医が具体的
な提案を行ったことで実現している。今後も随時ご意見を頂きながら、現
場に即した仕組みづくりを目指していきたい」とした。

今こそ、日医は少子化問題に取り組むべき時では
ないか

集団的個別指導・個別指導等について

全国規模の医療等ネットワーク整備について

8
個人質問

9
個人質問

10
個人質問

渡辺象代議員（東京都）からの、フレイル予防を取り入れた健診体制の
確立についての質問には、温泉川梅代常任理事が回答。
同常任理事は、「超高齢社会を迎え、要支援、要介護状態への移行を防
ぐためには、フレイル予防への取り組みが重要である」とした上で、わが
国の全ての健診制度のあり方を議論する場である厚労省の「健康診査等専
門委員会」や、「高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ」な
どにおいて、フレイル予防も含め、ライフステージに応じた体制の確立に
向け主張していくとした。
その上で、「健診制度を含めた保健事業が縦割りで展開されることのな
いよう、科学的根拠に基づき、真に国民の健康の維持・増進に寄与する施
策の推進によって、健康寿命の延伸へつなげていく」とした他、“フレイル”
という言葉を国民に周知するための広報も必要との考えを示した。

フレイル予防を取り入れた健診体制の確立について7
個人質問

川島崇代議員（群馬県）からの遠隔診療についての質問には、松本純一
常任理事が回答した。
同常任理事は、まず、遠隔診療については、対面診療を補完するもので
なければ認められないとの考え方が、厚労省の通知（平成9年）で示され、
現在も堅持されており、日医も支持していることを説明。
政府の「未来投資会議」の構造改革徹底推進会合において、遠隔診療が
取り扱われた際も、「医療は対面診療が原則であり、遠隔診療はあくまで
も対面診療の補完としての位置づけとすることを主張した」と述べ、今後
も適切に対応するとした。
更に、遠隔診療をせざるを得ないケースと、対面診療が可能なケースは、
次元の違う話であるとして、中医協では、これらを分けて議論することを
主張しているとし、「医師対医師によるICTの導入・活用は、平成28年度
診療報酬改定でいくつか導入したとおり、医師の負担軽減や適切な診療の
提供に寄与するものであれば進めていくべきだが、医師対患者については、
対面診療の原則を堅持するよう今後も働き掛け、安易に遠隔診療に流れて
いかないよう注視していく」と強調した。

遠隔診療について6
個人質問

加納康至代議員（大阪府）からの総合診療専門医が医療費抑制の手段と
なるのではないかとの懸念には、羽鳥裕常任理事が回答した。
同常任理事は、まず、日医が診療報酬人頭割り導入やフリーアクセスの
制限など、医療費抑制の手段とする「家庭医」の導入に強く反対してきた
ことを強調。
総合診療専門医については、基本診療領域に加えるのではなく、内科や
外科等の基本診療領域の専門医資格を取得した医師のサブスペシャルティ
として位置づけるべきとの意見があることを認識しつつも、「医師不足地
域では基本診療領域に総合診療医を位置づけ、当該地域での活躍を期待す
る声もあるなど、調整が困難な状況である」として、最終的な具体策の提
示に猶予を求めた。
その上で、「専門医の養成は法制化による国の全面的関与を避け、あく
までもプロフェッショナル・オートノミーに基づき実践されるよう、今後
とも努力する。総合診療専門医についても、法律に基づく“制度化”や、
経済的なインセンティブなどが付与されることがないよう、徹底して対応
していく」との姿勢を示した。

「家庭医構想」の復活につながる「総合診療専門医」
に憂慮する5

個人質問
日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課（
人
事
・
労
務
）	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
総
務
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
施
設
課	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
経
理
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
広
報
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・
医
療
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０

介
護
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
年
金
・
税
制
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
課	
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
・
医
学
図
書
館	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
国
際
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９

総
合
医
療
政
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
・
地
域
医
療
第
一
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
地
域
医
療
第
二
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８
・
地
域
医
療
第
三
課	

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
５

医
賠
責
対
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６
・
日
医
総
研	

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
女
性
医
師
バ
ン
ク	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
治
験
促
進
セ
ン
タ
ー	

03
―
５
３
１
９
―
３
７
８
１
・
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
（
防
災
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟	

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）
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志田正典代議員（佐賀県）からの二つの提言（①准看護師資格の価値を
高めるために国家資格とする②在宅医療推進の流れの中で、准看護師の資
格に応じた看護行為を検討する）には、道永麻里常任理事が回答した。
①に関しては、准看護師資格の魅力を高める方法として、入学要件を高
卒とすること等を現在、会内の「医療関係者検討委員会」で検討している
ことを説明。その一方で、国家資格化については、「入学資格を高卒とす
ることとは分けて考えなければならず、さまざまな影響も考慮しなければ
ならないことから、今後の検討課題とさせて欲しい」と述べ、理解を求めた。
②については、准看護師が在宅医療や介護系施設でより重要な役割を担
っていくためには、現行の養成カリキュラムの中に「在宅看護論」を加え、
その理解も必要との考えを明示。その上で、厚労省において看護基礎教育
カリキュラムの見直しに向けた検討会が設置された際には、「養成所の負
担を考慮しながら、准看護師が在宅医療や介護との橋渡し的な役割をより
担えるようなカリキュラムを検討していきたい」とした。

バイオシミラー（バイオ医薬品の後発品）の使用促進を求める菊岡正和
代議員（神奈川県）の質問には、鈴木常任理事が回答した。
同常任理事は、①バイオシミラーが高額になる要因となっている先発品
の薬価の引き下げを求めている②羽生田参議院議員が中心となって昨年
11月24日に開催したバイオシミラーに関する自民党の勉強会では、抗体
医薬品の製造工場が海外中心となっている状況や、より安価に製造できる
よう、製造方法の改善のための研究も必要との指摘があった③一つの先発
品に対してバイオシミラーを生産する会社が1社に限られてしまうと、競争
原理が働かないため、取引価格が高止まりしてしまう─ことなどを説明。
今後については、国内での抗体医薬品等のバイオシミラーの製造・流通
を促進するよう、関係方面へ強く働き掛けていくとするとともに、後発医
薬品の使用促進と同様に、品質・有効性・安全性や安定供給の観点から信頼
できるバイオシミラーが製造販売されるよう、引き続き求めていくとした。

准看護師資格について バイオシミラーへの対応について12
個人質問

11
個人質問

横倉会長のあいさつの全文等、臨時代議員会の詳細は『日医雑誌』5月号別冊をご参照下さい。

平
成
28
年
度
都
道
府
県
医

師
会
生
涯
教
育
担
当
理
事
連

絡
協
議
会
が
３
月
17
日
、
日

医
会
館
小
講
堂
で
開
催
さ
れ

た
。羽

鳥
裕
常
任
理
事
の
司
会

で
開
会
。
冒
頭
あ
い
さ
つ
し

た
横
倉
義
武
会
長
は
、
昨
年

４
月
に
立
ち
上
げ
た
全
国
医

師
会
研
修
管
理
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
、
現
在
38
都
道
府
県

医
師
会
が
利
用
し
て
い
る
こ

と
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、

各
医
師
会
か
ら
の
要
望
を
踏

ま
え
、
新
た
な
専
門
医
の
仕

組
み
に
対
応
す
る
共
通
講
習

の
登
録
に
も
活
用
で
き
る
な

ど
、
シ
ス
テ
ム
改
修
を
行
っ

て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
、

「
ぜ
ひ
と
も
、

よ
り
多
く
の

医
師
会
で
活

用
し
て
欲
し

い
」
と
述
べ

た
。議

事

で

は
、
羽
鳥
常

任
理
事
が
、

平
成
27
年
度

日
医
生
涯
教

育
制
度
の
集

計
結
果
〔
①

単
位
取
得
者

総
数
は
11
万

３
３
３
４
人

で
、
日
医
会

員
の
単
位
取

得
者
率
は
61
・
２
％
②
平
均

取
得
単
位
は
16
・
３
単
位
③

平
均
取
得
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
コ

ー
ド
（
以
下
、
Ｃ
Ｃ
）
数
は

15
・
１
Ｃ
Ｃ
で
、
取
得
単
位

と
Ｃ
Ｃ
合
計
の
平
均
は
31
・

４
④
制
度
改
正
後
、
４
度
目

の
「
日
医
生
涯
教
育
認
定
証
」

発
行
と
な
り
、
４
万
３
５
６

１
人
に
発
行
〕
や
指
導
医
の

た
め
の
教
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
、
生
涯
教
育
協
力
講
座
セ

ミ
ナ
ー
、e

─learning

、
平

成
28
年
度
よ
り
導
入
の
全
国

医
師
会
研
修
管
理
シ
ス
テ
ム

の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
な

ど
、
生
涯
教
育
活
動
に
つ
い

て
報
告
。
更
に
、
「
今
年
度

末
の
日
医
へ
の
単
位
申
請
方

法
」
「
来
年
度
の
専
門
医
共

通
講
習
等
の
取
り
扱
い
」
に

つ
い
て
解
説
し
た
。

続
い
て
、
矢
野
一
博
日
医

総
研
主
任
研
究
員
が
、
「
全

国
医
師
会
研
修
管
理
シ
ス
テ

ム
の
機
能
に
つ
い
て
」
と
題

し
て
講
演
。
講
習
会
の
登
録

や
受
講
予
定
者
リ
ス
ト
の
作

成
な
ど
、
利
用
の
流
れ
を
詳

細
に
解
説
し
た
。
ま
た
、
各

県
医
師
会
か
ら
の
要
望
等
を

受
け
、
４
月
以
降
、
「
講
習

会
承
認
作
業
」
「
生
涯
教
育

申
告
書
デ
ー
タ
入
力
」
「
受

講
記
録
出
力
」
等
を
可
能
に

す
る
他
、「
検
索
条
件
」や「
受

講
実
績
の
ｃ
ｓ
ｖ
出
力
機

能
」
等
の
拡
張
を
行
う
こ
と

を
説
明
。
更
に
、
医
師
資
格

証
保
有
者
は
、
医
師
資
格
証

で
受
講
履
歴
を
リ
ア
ル
タ
イ

ム
に
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
、
医
師
資
格
証
ポ
ー
タ
ル

か
ら
各
種
受
講
記
録
の
出
力

が
可
能
に
な
る
と
し
て
、
都

道
府
県
医
師
会
に
対
し
て
、

研
修
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入

を
要
請
し
た
。

「
卒
前
・
卒
後
教
育
の
一

貫
性
か
ら
見
た
日
医
生
涯
教

育
制
度
の
あ
り
方
を
考
え
る

─
す
べ
て
は
21
世
紀
の
患
者

安
全
の
た
め
に
─
」
と
題
し

て
講
演
し
た
長
谷
川
仁
志
生

涯
教
育
推
進
委
員
会
委
員
長

は
、
ま
ず
、
「
卒
前
教
育
の

コ
ア
は
、
医
師
と
し
て
当
然

の
基
本
的
な
臨
床
能
力
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
保

証
で
あ
る
」
と
述
べ
、
医
学

教
育
改
革
の
こ
の
10
年
の
動

き
を
他
国
の
例
も
紹
介
し
つ

つ
解
説
。
卒
前
教
育
の
質
の

保
証
の
た
め
に
は
、
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
教
育
とe

─

learning

の
活
用
を
中
心
と

し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン

グ
が
重
要
だ
と
し
た
。

ま
た
、
新
た
な
専
門
医
の

仕
組
み
と
日
医
生
涯
教
育
制

度
は
医
療
充
実
の
生
命
線
で

あ
り
、
そ
の
役
割
は
大
き
い

と
し
た
他
、
日
医
生
涯
教
育

制
度
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
に

は
、
日
医e

─learning

シ
ス

テ
ム
の
更
な
る
活
用
が
重
要

だ
と
指
摘
し
た
。

山
口
直
人
日
本
医
療
機
能

評
価
機
構
理
事
は
、
「
診
療

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（Minds

）

の
活
用
促
進
に
つ
い
て
」
と

題
し
、

ま
ず
、Minds

を
、

診
療
上
の
重
要
度
の
高
い
医

療
行
為
に
つ
い
て
推
奨
を
提

示
す
る
文
書
と
定
義
し
、
診

療
上
の
重
要
度
の
高
い
医
療

行
為
と
は
、
複
数
の
診
療
オ

プ
シ
ョ
ン
が
存
在
し
、
い
ず

れ
か
の
診
療
オ
プ
シ
ョ
ン
を

推
奨
す
る
こ
と
で
患
者
ア
ウ

ト
カ
ム
の
改
善
が
期
待
で
き

る
医
療
行
為
と
説
明
。
そ
の

上
で
、「lgA
腎
症
診
療
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
例
と
し
て
示

し
、Minds

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
利
用
し
た
診
療
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
検
索
・
閲
覧
方
法
等

を
具
体
的
に
解
説
し
、
活
用

を
求
め
た
。

ま
た
、
今
中
雄
一
日
本
医

療
機
能
評
価
機
構
理
事
は
、

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
活
用

や
情
報
の
検
索
環
境
の
現
状

を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
へ

の
協
力
を
要
請
し
た
。

佐
々
木
昌
弘
文
部
科
学
省

高
等
教
育
局
医
学
教
育
課
企

画
官
は
、
６
年
ぶ
り
３
回
目

と
な
る
医
学
教
育
モ
デ
ル
・

コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
以

下
、
コ
ア
カ
リ
）
の
改
訂
の

概
要
に
つ
い
て
説
明
し
、
こ

れ
ま
で
の
改
訂
で
全
大
学
の

最
低
水
準
の
底
上
げ
、
視
点

の
平
準
化
と
い
う
コ
ア
カ
リ

の
当
初
の
役
割
は
果
た
せ
た

と
の
認
識
を
示
す
と
と
も

に
、更
な
る
改
革
を
目
指
し
、

次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
５

（
評
価
、
相
互
、
地
域
、
卒
後
、

仲
間
）
＋
１
（
国
民
）
の
目
が

医
学
教
育
に
入
る
こ
と
が
明

確
に
な
っ
た
と
強
調
し
た
。

質
疑
応
答
で
は
、
全
国
医

師
会
研
修
管
理
シ
ス
テ
ム

や
、
専
門
医
共
通
講
習
の
単

位
取
得
可
能
な
講
習
会
等
に

関
す
る
質
問
に
、
羽
鳥
常
任

理
事
が
回
答
し
た
。

出
席
者
は
、
テ
レ
ビ
会
議

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
参
加
を
含

め
て
１
４
６
名
。

平
成
28
年
度
都
道
府
県
医
師
会
生
涯
教
育
担
当
理
事
連
絡
協
議
会

全
国
医
師
会
研
修
管
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用
を
求
め
る

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課（
人
事
・
労
務
）	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
総
務
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
施
設
課	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
経
理
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
広
報
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・
医
療
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０

介
護
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
年
金
・
税
制
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
・
医
学
図
書
館	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
国
際
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９

総
合
医
療
政
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
・
地
域
医
療
第
一
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
地
域
医
療
第
二
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８
・
地
域
医
療
第
三
課	

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
５

医
賠
責
対
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６
・
日
医
総
研	

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
女
性
医
師
バ
ン
ク	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
治
験
促
進
セ
ン
タ
ー	

03
―
５
３
１
９
―
３
７
８
１
・
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
（
防
災
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟	

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）
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■■■■■■■■
「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」に

対
す
る
日
医
の
見
解
を
示
す

■■■■■■■■

例
外
の
な
い

 

受
動
喫
煙
対
策
の

強
化
を
求
め
る

■■■■■■■■
「
第
37
回
日
医
医
療
秘
書

  

認
定
試
験
結
果
分
析
評
価

報
告
書
」ま
と
ま
る

3
月
22
日
・
29
日

ま
た
、
「
今
回
の
議
論
で
、

多
く
の
患
者
さ
ん
や
国
民
か

ら
『
医
師
が
労
働
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
違
和
感
が
あ

る
』
と
の
声
を
た
く
さ
ん
頂

い
た
」
と
し
て
、
「
こ
の
機

会
に
、
そ
も
そ
も
医
師
の
雇

用
を
労
働
基
準
法
で
規
律
す

る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
に
つ

い
て
も
、
抜
本
的
に
考
え
て

い
き
た
い
」
と
の
考
え
を
示

し
た
。

医
師
の
応
招
義
務
に
つ
い

て
は
、
「
『
た
と
え
勤
務
時
間

の
規
制
に
抵
触
し
よ
う
と
、

目
の
前
の
患
者
を
救
っ
て
欲

し
い
』
と
い
う
の
が
、
多
く

の
国
民
の
思
い
で
あ
り
、
医

療
者
の
思
い
で
も
あ
る
」
と

強
調
。
「
こ
れ
ら
の
諸
課
題

を
解
決
す
る
た
め
に
も
、
厚

生
労
働
省
内
に
設
置
予
定
の

検
討
の
場
に
日
医
と
し
て
も

参
加
し
、
積
極
的
に
議
論
を

リ
ー
ド
し
て
い
き
た
い
」
と

述
べ
た
。

ま
た
、
横
倉
会
長
は
、
本

件
と
関
連
し
て
、
「
労
働
時

間
短
縮
の
た
め
に
医
師
を
増

員
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
も

議
論
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
と
し
て
、
「
医
師
の
増

員
に
関
し
て
議
論
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
診
療
報
酬
の
財
源

の
手
当
に
つ
い
て
も
、
併
せ

名
、
新
コ
ー
ス
98

名
）
の
受
験
者
が

参
加
し
て
実
施
さ

れ
た
も
の
で
あ

る
。
合
格
者
は
２

８
０
名
、
合
格
率

は
92
・
７
％
。

本
報
告
書
は
、

そ
の
認
定
試
験
の

結
果
を
分
析
・
評

価
し
た
も
の
で
あ

り
、内
容
は
、「
Ｉ
．

緒
論
」
「
Ⅱ
．
科

目

別

正

解

率
」

「
Ⅲ
．
各
回
の
比

較
」
「
Ⅳ
．
総
括
」
か
ら
な

っ
て
い
る
。

報
告
書
で
は
、
総
括
と
し

て
、
出
題
問
題
に
つ
い
て
受

験
者
及
び
各
県
医
師
会
か
ら

の
疑
義
は
な
く
、
適
切
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
他
、
正
解

率
に
つ
い
て
は
、
「
医
療
情

報
処
理
学
」「
患
者
論
」「
医

療
に
か
か
わ
る
用
語
」
は
改

善
し
た
が
、
「
健
康
と
は
、

疾
病
と
は
」
「
か
ら
だ
の
構

造
と
機
能
」
は
低
下
し
た
と

し
た
上
で
、「『
医
療
保
険
事

務
』
は
や
や
改
善
し
た
も
の

今
村
聡
副
会
長
は
、
政
府

が
検
討
し
て
い
る
受
動
喫
煙

対
策
を
強
化
す
る
法
案
に
対

す
る
日
医
の
考
え
を
改
め
て

説
明
し
た
。

同
副
会
長
は
、
ま
ず
、
た

ば
こ
の
害
に
つ
い
て
、
①
喫

煙
は
肺
が
ん
に
限
ら
ず
、
脳

卒
中
、
心
筋
梗
塞
や
慢
性
閉

塞
性
肺
疾
患
な
ど
、
多
く
の

疾
患
の
要
因
に
も
な
り
、
そ

の
年
間
死
亡
者
数
は
13
万
人

に
上
る
と
言
わ
れ
て
い
る
②

受
動
喫
煙
が
原
因
の
死
亡
者

は
１
万
５
０
０
０
人
い
る
と

言
わ
れ
て
お
り
、
た
ば
こ
は
、

全
て
の
年
齢
に
影
響
を
及
ぼ

す
、
ま
さ
に
サ
イ
レ
ン
ト
キ

ラ
ー
と
言
え
る

─
こ
と
な

ど
を
説
明
。
「
室
内
に
お
け

る
喫
煙
は
、
単
な
る
マ
ナ
ー

や
嗜
好
の
問
題
で
は
な
く
、

国
民
の
健
康
被
害
の
問
題
と

し
て
捉
え
、
抜
本
的
に
受
動

喫
煙
対
策
の
強
化
に
取
り
組

む
姿
勢
を
示
す
必
要
が
あ

る
」
と
の
考
え
を
示
し
た
。

ま
た
、
多
数
の
国
会
議
員

か
ら
法
案
に
対
す
る
反
対
意

見
や
慎
重
論
が
出
た
た
め
、

当
初
の
厚
生
労
働
省
案
か

ら
、
大
き
く
後
退
し
た
内
容

が
示
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
「
国
民
の
健
康
増
進
と

い
う
視
点
か
ら
は
、
決
し
て

容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
述
べ
た
。

そ
の
上
で
、
同
副
会
長
は
、

例
外
を
設
け
る
こ
と
な
く
受

動
喫
煙
対
策
を
進
め
て
い
く

た
め
に
は
、
受
動
喫
煙
に
よ

り
被
害
を
受
け
る
国
民
全
体

で
問
題
意
識
を
共
有
し
、
一

丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
と
の
考
え
の
下
に
、

今
回
、
日
医
で
小
冊
子
『
あ

な
た
の
た
め
、
そ
ば
に
い
る

人
の
た
め　

禁
煙
は
愛
』（
写

真
左
上
）
を
作
成
し
た
こ
と

を
報
告
。

小
冊
子
の
中
で
は
、
「
日

本
の
受
動
喫
煙
対
策
は
世
界

最
低
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
」

「
た
ば
こ
は
が
ん
だ
け
で
は

な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
の

原
因
に
な
る
こ
と
」
「
喫
煙

者
の
吸
い
込
む
煙
と
同
じ
く

ら
い
、
そ
の
周
囲
の
人
の
吸

い
込
む
煙
は
有
害
で
あ
る
こ

て
検
討
す
べ
き
」
と
の
考
え

を
示
し
た
。

最
後
に
、
横
倉
会
長
は
、

「
本
計
画
の
中
で
は
、
『
治
療

と
仕
事
の
両
立
に
向
け
て
、

主
治
医
、
会
社
・
産
業
医
と
、

患
者
に
寄
り
添
う
両
立
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
ト
ラ

イ
ア
ン
グ
ル
型
の
サ
ポ
ー
ト

体
制
を
構
築
』
と
明
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
ま

す
ま
す
、
か
か
り
つ
け
医
の

役
割
が
重
要
に
な
る
」
と
し

て
、
「
日
医
と
し
て
も
、
引

き
続
き
、
か
か
り
つ
け
医
の

育
成
に
力
を
注
い
で
い
く
」

と
強
調
。
更
に
、
病
気
の
治

療
と
仕
事
の
両
立
に
当
た
っ

て
は
、
「
産
業
医
・
産
業
保

健
機
能
の
強
化
が
重
要
で
あ

る
」
と
し
て
、
「
日
医
で
は
、

長
年
に
わ
た
り
産
業
医
の
育

成
に
力
を
入
れ
て
き
た
が
、

治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
に

お
け
る
産
業
医
の
能
力
向
上

や
相
談
支
援
機
能
の
強
化
に

も
、
引
き
続
き
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

横
倉
義
武
会
長
は
、
３
月

28
日
に
政
府
の
働
き
方
改
革

実
現
会
議
が
公
表
し
た
「
働
き

方
改
革
実
行
計
画
」
に
つ
い

て
、
日
医
の
見
解
を
示
し
た
。

横
倉
会
長
は
、
ま
ず
、
働

き
方
改
革
に
つ
い
て
、
過
重

労
働
が
問
題
と
な
る
医
師
の

健
康
を
守
り
、
働
く
環
境
を

改
善
し
て
い
く
た
め
に
も
、

そ
の
実
現
に
協
力
を
惜
し
む

も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で

も
勤
務
医
の
健
康
支
援
等
に

取
り
組
ん
で
き
た
と
説
明
。

そ
の
上
で
医
師
に
関
し

て
、
罰
則
付
き
上
限
規
制
の

施
行
に
５
年
の
猶
予
が
設
け

ら
れ
、
２
年
間
を
め
ど
に
「
質

の
高
い
新
た
な
医
療
と
医
療

現
場
の
新
た
な
働
き
方
の
実

現
を
目
指
す
方
策
」
に
つ
い

て
検
討
す
る
と
さ
れ
た
こ
と

に
対
し
て
は
、
「
検
討
の
場

に
お
い
て
、
地
域
医
療
に
混

乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な

く
、
円
滑
に
新
制
度
を
導
入

す
る
た
め
の
具
体
策
が
検
討

さ
れ
る
こ
と
を
望
む
」
と
期

待
を
寄
せ
た
。

釜

敏
常
任
理
事
は
、
医

療
秘
書
認
定
試
験
委
員
会

が
、
「
第
37
回
日
本
医
師
会

医
療
秘
書
認
定
試
験
結
果
分

析
評
価
報
告
書
」
を
取
り
ま

と
め
、
３
月
25
日
に
富
田
雄

二
委
員
長
（
宮
崎
県
医
師
会

副
会
長
）
か
ら
横
倉
義
武
会

長
に
提
出
し
た
（
写
真
右
）

と
し
て
、
そ
の
概
要
を
説
明

し
た
。

第
37
回
日
医
医
療
秘
書
認

定
試
験
は
２
月
５
日
に
、
10

県
医
師
会
（
12
校
）
で
、
３

０
２
名
（
旧
コ
ー
ス
２
０
４

と
」
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
と
説
明
す
る
と
と
も
に
、

「
日
医
は
今
後
も
『
国
民
の

健
康
を
守
る
専
門
家
集
団
』

と
し
て
、
今
回
作
成
し
た
冊

子
等
を
活
用
し
な
が
ら
、
国

民
に
た
ば
こ
の
害
を
訴
え
続

け
、
受
動
喫
煙
対
策
を
強
化

す
る
法
案
の
実
現
を
求
め
て

い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

な
お
、
本
小
冊
子
は
、
日

医
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
同

様
の
内
容
を
掲
載
す
る
と
と

も
に
、
国
民
向
け
の
イ
ベ
ン

ト
等
で
活
用
で
き
る
よ
う

に
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
と
し

て
掲
載
す
る
予
定
と
な
っ
て

い
る
。

の
、
こ
れ
ら
の
知
識
は
現
場

に
お
い
て
即
座
に
必
要
と
さ

れ
る
分
野
で
あ
り
、
更
な
る

努
力
が
求
め
ら
れ
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
。

更
に
、
平
成
28
年
度
の
診

療
報
酬
改
定
で
「
医
師
事
務

作
業
補
助
体
制
加
算
」
が
引

き
上
げ
ら
れ
、
対
象
病
棟
が

拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
す

る
一
方
、
点
数
は
い
ま
だ
に

十
分
で
は
な
い
と
し
て
、「
診

療
所
を
含
め
た
対
象
施
設
の

拡
大
」
「
診
療
報
酬
算
定
要

件
へ
の
本
認
定
試
験
の
位
置

づ
け
」
な
ど
の
方
策
も
引
き

続
き
求
め
る
と
し
て
い
る
。

同
常
任
理
事
は
、
「
日
医

認
定
医
療
秘
書
は
、
専
門
的

な
医
療
事
務
の
知
識
と
最
新

の
情
報
処
理
技
能
を
備
え
て

お
り
、
医
師
を
補
佐
す
る
こ

と
が
で
き
る
大
変
有
用
性
の

あ
る
職
種
で
あ
る
」
と
述
べ

る
と
と
も
に
、
な
か
な
か
活

躍
の
場
が
広
が
ら
な
い
現
状

を
憂
慮
。
引
き
続
き
、
都
道

府
県
医
師
会
に
対
す
る
広
報

な
ど
、
更
な
る
養
成
拡
大
に

向
け
た
対
応
を
行
っ
て
い
く

考
え
を
示
し
た
。

訂正
　本紙第1334号の1面に掲載の『手引き』取り
まとめの作業委員会委員のお名前に誤りがあり
ました。お詫びするとともに訂正いたします。
（正）�粟田主一東京都健康長寿医療センター�

自立促進と介護予防研究チーム研究部長

禁
煙
は
身
体
へ
の
愛

禁
煙
は
周
囲
へ
の
愛

禁
煙
は
社
会
へ
の
愛

禁
煙
の
医
学

さ
あ
、禁
煙
を
始
め
ま
し
ょ
う
！

禁
煙
の
心
理
学

禁
煙
は
日
本
へ
の
愛日本はたばこ対策の発展途上国？

近年のオリンピックが開催された都市では受動喫煙防止対策が徹底されてきました。競技
会場だけでなく、飲食店などの屋内施設も全面禁煙にする、罰則付き受動喫煙防止法が
施行されているのが慣例です。日本の受動喫煙対策はその遅れから、世界保健機関（WHO）
より「世界最低レベル」と指摘されています。2020年の東京オリンピック・パラリンピック
に向けて、禁煙対策を進めていきましょう。

「たばこの煙のない日本」で
世界の人々を迎えましょう

● 2020年東京オリンピック・パラリンピックの
開催に向けた取り組み

● 目標は屋内施設の全面禁煙
POINT!

禁煙は日本への愛

「身体に悪いのは分かっているけど、やめられなくて」。
しかし、たばこの煙は周りの人の命も確実に縮めています。 家庭で、
職場で、飲食店で、街中で、あなたがたばこをやめれば、たくさんの人の
命に関わるリスクを減らすことができるのです。

禁煙は、愛の証です。あなたと、あなたの周りにいる大切な人達のために、
今こそ、禁煙を真剣に考えてみませんか？
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禁煙は日本への愛
日本はたばこ対策の発展途上国？02

禁煙は身体への愛
たばこを吸うと寿命が8～10年短くなる？03

禁煙は周囲への愛
誰かのたばこの煙を吸うだけで喫煙者と同様のリスクがあります05

禁煙は社会への愛
受動喫煙をなくすためには、100％禁煙だけが唯一の対策07

禁煙の医学
やめたくてもやめられない喫煙は「ニコチン依存症」という病気です09

さあ、禁煙を始めましょう！
医療機関でなら比較的楽に、より確実に禁煙できます11

禁煙の心理学
薬とカウンセリングの両輪で禁煙を成功させます13

01 02

あなたの周りにいる大切な人達を
たばこの煙の被害者にさせないために

禁
煙
は
身
体
へ
の
愛

禁
煙
は
周
囲
へ
の
愛

禁
煙
は
社
会
へ
の
愛

禁
煙
の
医
学

さ
あ
、禁
煙
を
始
め
ま
し
ょ
う
！

禁
煙
の
心
理
学

禁
煙
は
日
本
へ
の
愛日本はたばこ対策の発展途上国？

近年のオリンピックが開催された都市では受動喫煙防止対策が徹底されてきました。競技
会場だけでなく、飲食店などの屋内施設も全面禁煙にする、罰則付き受動喫煙防止法が
施行されているのが慣例です。日本の受動喫煙対策はその遅れから、世界保健機関（WHO）
より「世界最低レベル」と指摘されています。2020年の東京オリンピック・パラリンピック
に向けて、禁煙対策を進めていきましょう。

「たばこの煙のない日本」で
世界の人々を迎えましょう

● 2020年東京オリンピック・パラリンピックの
開催に向けた取り組み

● 目標は屋内施設の全面禁煙
POINT!

禁煙は日本への愛

「身体に悪いのは分かっているけど、やめられなくて」。
しかし、たばこの煙は周りの人の命も確実に縮めています。 家庭で、
職場で、飲食店で、街中で、あなたがたばこをやめれば、たくさんの人の
命に関わるリスクを減らすことができるのです。

禁煙は、愛の証です。あなたと、あなたの周りにいる大切な人達のために、
今こそ、禁煙を真剣に考えてみませんか？

CONTENTS
禁煙は日本への愛
日本はたばこ対策の発展途上国？02

禁煙は身体への愛
たばこを吸うと寿命が8～10年短くなる？03

禁煙は周囲への愛
誰かのたばこの煙を吸うだけで喫煙者と同様のリスクがあります05

禁煙は社会への愛
受動喫煙をなくすためには、100％禁煙だけが唯一の対策07

禁煙の医学
やめたくてもやめられない喫煙は「ニコチン依存症」という病気です09

さあ、禁煙を始めましょう！
医療機関でなら比較的楽に、より確実に禁煙できます11

禁煙の心理学
薬とカウンセリングの両輪で禁煙を成功させます13

01 02

あなたの周りにいる大切な人達を
たばこの煙の被害者にさせないために

あなたのため、そばにいる人のため

禁煙日医宣言
１． 我々は、医師及び医療関係者の禁煙を推進する。

2． 我々は、全国の病院・診療所及び医師会館の全館禁煙を推進する。

3． 我々は、医学生に対するたばこと健康についての教育をより一層
充実させる。

4． 我々は、たばこの健康に及ぼす悪影響について、正しい知識を国民
に普及啓発する。
特に妊婦、未成年者に対しての喫煙防止を推進する。

5． 我々は、あらゆる受動喫煙による健康被害から非喫煙者を守る。

6． 我々は、たばこに依存性があることを踏まえて、禁煙希望者に対する
医学的支援のより一層の充実を図る。

7． 我々は、禁煙を推進するための諸施策について、政府等関係各方面
への働きかけを行う。

禁煙推進に関する日本医師会宣言

（2003年3月）

日本医師会は組織をあげて禁煙推進活動に取り組んでいます。
たばこと病気の関係を明らかにしていくと同時に、
みなさまの禁煙に協力していきたいと思います。

〒113-8621 東京都文京区本駒込2‐28-16
TEL 03‐3946‐2121　FAX 03‐3946‐6295
http://www.med.or.jp 2017年3月

発 行
企画制作

公益社団法人 日本医師会
日本医師会 広報課、地域医療第三課
：
：

禁煙は愛
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会
、
カ
ナ
ダ
元
上
院
議
員
、

イ
ン
ド
政
府
、
デ
リ
ー
州
、

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
市
、
商
工
会

議
所
連
合
、
警
察
、
司
法
、

Ｗ
Ｈ
Ｏ
、
大
学
、
医
師
、
医

学
生
、
専
門
家
等
約
１
０
０

名
が
参
加
し
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
ア
ー

デ
ィ
ス
・
ホ
ヴ
ェ
ン
議
長
、

オ
ト
マ
ー
・
ク
ロ
イ
バ
ー
事

務
総
長
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

寄
せ
ら
れ
た
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
な
ど
が
注
意
喚
起

を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
イ
ン
ド

に
お
け
る
大
気
汚
染
の
状
況

は
か
な
り
深
刻
と
な
っ
て
い

る
。K.K.

ア
ガ
ラ
ワ
ル
・
イ

ン
ド
医
師
会
長
は
、
会
議
の

冒
頭
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
市
内

の
５
ス
タ
ー
ホ
テ
ル
２
階
会

議
室
内
のPM2.5

（
微
小
粒

子
状
物
質
）
の
濃
度
が
１
０

０
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
触

れ
、
「
こ
の
よ
う
な
状
況
を

一
刻
も
早
く
改
善
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
本

国
際
会
議
開
催
の
意
義
を
強

調
し
た
。

横
倉
会
長
は
あ
い
さ
つ

で
、
戦
後
復
興
の
経
済
成
長

の
過
程
で
日
本
各
地
に
環
境

破
壊
、
環
境
汚
染
が
起
こ
り
、

健
康
被
害
が
生
じ
た
こ
と
を

紹
介
。
患
者
の
異
変
に
最
初

に
気
づ
き
、
公
害
認
定
、
国

の
保
障
と
い
う
道
筋
を
切
り

開
く
端
緒
に
あ
っ
た
の
は
、

地
域
医
師
会
で
あ
り
、
か
か

り
つ
け
医
で
あ
っ
た
と
し

た
。ま

た
、PM2.5

の
越
境
汚

染
、
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発

目
標
（MDGs

）
、
持
続
可
能

な
開
発
目
標
（SDGs

）
に
言

及
し
た
他
、
貧
困
と
環
境
問

題
に
起
因
す
る
健
康
被
害
を

説
い
た
サ
ー
・
マ
イ
ケ
ル
・

マ
ー
モ
ッ
ト
前
Ｗ
Ｍ
Ａ
会
長

の
「
健
康
の
社
会
的
決
定
要

因
（Social 

Determi-

nants 
of 

Health

：
Ｓ
Ｄ

Ｈ
）
」
を
取
り
上
げ
、
大
気

汚
染
は
地
球
規
模
の
課
題
で

あ
り
、
国
民
の
健
康
を
あ
ず

か
る
各
国
の
医
師
会
が
果
た

す
役
割
は
大
き
く
、
こ
の
会

議
の
成
功
が
そ
の
実
践
に
つ

な
が
る
こ
と
へ
の
期
待
感
を

表
明
。
そ
の
上
で
、
「
大
気

汚
染
を
克
服
し
て
き
た
日
本

の
経
験
を
世
界
に
伝
え
る
と

い
う
使
命
感
を
持
っ
て
、
世

界
医
師
会
次
期
会
長
の
任
に

臨
み
た
い
」
と
し
た
。

道
永
常
任
理
事
は
、
「
大

気
汚
染
か
ら
国
民
の
健
康
を

守
る
日
本
医
師
会
の
取
り
組

み
」
と
題
し
て
講
演
。
日
本

の
大
気
汚
染
の
原
因
物
質
の

削
減
と
健
康
被
害
対
策
の
歴

史
、
地
域
医
師
会
に
お
け
る

公
害
病
認
定
に
係
る
取
り
組

み
の
事
例
紹
介
、
日
医
が
学

術
専
門
団
体
と
し
て
環
境
保

健
施
策
に
対
し
て
指
導
的
役

割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
な

ど
を
紹
介
し
た
。

松
原
副
会
長
は
、
国
民
の

健
康
を
あ
ず
か
る
各
国
の
医

師
が
大
気
汚
染
に
よ
る
健
康

被
害
の
実
態
を
掌
握
し
、
問

題
解
決
に
各
国
政
府
と
共
に

積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
べ

き
と
し
、
各
国
医
師
会
の
連

携
が
よ
り
一
層
重
要
に
な
っ

て
く
る
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

会
議
に
参
加
し
た
イ
ン
ド

の
医
師
か
ら
は
、
「
日
本
の

経
験
か
ら
公
害
問
題
は
中
央

に
お
け
る
取
り
組
み
だ
け
で

な
く
、
地
域
に
お
け
る
医
師

会
、
医
師
の
活
動
が
重
要
で

あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
」
等
の

発
言
が
あ
っ
た
。

最
後
に
、
環
境
問
題
を
扱

う
国
立
グ
リ
ー
ン
裁
判
所
長

官
か
ら
、
大
気
汚
染
を
含
む

今
後
の
環
境
問
題
へ
の
取
り

組
み
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
医

師
会
の
協
力
を
求
め
る
コ
メ

ン
ト
が
述
べ
ら
れ
、
本
国
際

会
議
は
閉
会
と
な
っ
た
。

「大気汚染への取り組みに関する国際会議」
　　　　　　　　　　　　　  　     に出席

横倉会長、松原副会長、道永常任理事
インド医師会主催

ケ
タ
ン
・
デ
サ
イ
世
界
医

師
会
（
Ｗ
Ｍ
Ａ
）
会
長
の
下
、

イ
ン
ド
医
師
会
主
催
に
よ
り

３
月
10
日
に
開
催
さ
れ
た

「
大
気
汚
染
へ
の
取
り
組
み

に
関
す
る
国
際
会
議
」
に
、

横
倉
義
武
会
長
が
日
医
会

長
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
次
期
会
長
と
し

て
招
待
を
受
け
、
松
原
謙
二

副
会
長
（
Ｗ
Ｍ
Ａ
理
事
）
、

道
永
麻
里
常
任
理
事
（
Ｗ
Ｍ

Ａ
理
事
、
Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
事
務

総
長
）
と
共
に
出
席
し
た
。

本
国
際
会
議
に
は
、
イ
ン

ド
医
師
会
、
各
州
市
医
師
会

他
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
医
師

　電子書籍配信サービス「日医
Lib（日本医師会e-Library）」
のコンテンツは260を超えま
した。
　今後もその充実に努めてい
きますので、ぜひ、ご登録下さ
い（登録方法等の詳細は、日医
Libポータルサイトまで）。

電子書籍アプリ「日医Lib」の活用を
ニ チ イ リ ブ

配信
コンテンツ
拡大中！

左から、道永常任理事、R.N.タンドン・インド医師会事務総長、松原副会長、横倉会長、
ケタン・デサイWMA会長、K.K.アガラワル・インド医師会長、

アジャマル・ファリファ バングラデシュ医師会副会長、シャ・セス カナダ元上院議員
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昨
年
の
厚
生
労
働
省
・
日

本
医
師
会
・
日
本
糖
尿
病
対

策
推
進
会
議
の
連
携
協
定
の

締
結
を
受
け
、
各
自
治
体
で

医
師
会
の
協
力
を
得
て
、
糖

尿
病
性
腎
症
の
重
症
化
予
防

を
目
的
と
し
た
介
入
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

当
県
で
も
今
年
度
か
ら
こ
の

事
業
が
進
め
ら
れ
る
予
定

だ
。事

業
主
体
の
自
治
体
で

は
、
保
険
者
か
ら
特
定
健
診

の
結
果
や
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ

の
提
供
を
受
け
、
対
象
者
の

早
期
発
見
と
未
治
療
者
・
治

療
中
断
者
へ
の
医
療
機
関
受

診
勧
奨
、
保
健
指
導
な
ど
を

行
う
。
通
院
患
者
に
は
、
か

か
り
つ
け
医
と
情
報
共
有

し
、
腎
症
の
ス
テ
ー

ジ
如い

か

ん何
で
専
門
医
と

の
連
携
も
行
わ
れ

る
。私

の
地
区
で
は
、
２
年
前

か
ら
先
行
実
施
中
だ
。
し
か

し
、
保
険
者
か
ら
デ
ー
タ
を

提
供
さ
れ
た
行
政
の
担
当
者

が
、
情
熱
の
あ
ま
り
、
通
院

中
の
患
者
さ
ん
に
直
接
、
専

門
医
受
診
を
勧
奨
し
た
と
こ

ろ
問
題
が
起
き
た
。
患
者
さ

ん
か
ら
、
「
か
か
り
つ
け
の

先
生
に
指
導
を
受
け
て
い
る

の
に
何な

ぜ故
？
」
「
あ
ま
り
心

配
な
い
と
聞
い
て
い
た
の

に
、
ど
う
し
て
…
…
」
と
、

医
師
・
患
者
間
の

信
頼
関
係
に
ひ
び

が
入
り
か
ね
な
い

よ
う
な
戸
惑
い
の

声
が
相
次
い
だ
の
だ
。

ま
た
、
過
剰
な
介
入
へ
の

嫌
悪
感
か
ら
健
診
の
受
診
手

控
え
も
起
き
た
。
す
ぐ
に
運

用
が
見
直
さ
れ
、
現
在
は
か

か
り
つ
け
医
を
中
心
と
し
た

シ
ス
テ
ム
に
変
更
し
、
問
題

な
く
経
過
し
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
事
業
で
も
、

患
者
さ
ん
を
巡
る
人
間
関
係

の
中
心
に
か
か
り
つ
け
医
の

存
在
が
あ
る
こ
と
に
、
も
っ

と
注
目
し
て
頂
き
た
い
。

た
だ
、
多
職
種
が
関
係
す

る
事
業
の
場
合
は
、
医
師
と

の
連
携
に
苦
手
意
識
を
持
つ

方
々
は
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

果
た
し
て
私
は
、
話
し
に
く

い
医
師
、
連
携
の
取
り
に
く

い
医
師
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

と
、
日
々
、
自
省
を
繰
り
返

し
て
い
る
。

	

（

）

中
心
に
か
か
り
つ
け
医
を

昨
年
度
４
カ
所
目
と
な
る

「
日
本
医
師
会
テ
レ
ビ
健
康

講
座
─
ふ
れ
あ
い
健
康
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
の
収
録
が
３
月

20
日
、
青
森
県
医
師
会
並
び

に
青
森
テ
レ
ビ
の
協
力
の

下
、
テ
レ
ビ
局
内
で
行
わ
れ

た
。番

組
は
、
「
健す

こ

や
か
力

り
ょ
く

を

身
に
つ
け
る
！
　

～
も
う
短

健
康
づ
く
り
の
意
識
を
高
め

る
活
動
と
し
て
関
心
を
集
め

た
事
例
、
小
学
校
で
は
、
運

動
不
足
や
肥
満
、
塩
分
過
多

な
ど
生
活
習
慣
の
見
直
し
を

中
心
に
し
た
健
康
授
業
を
行

い
、
子
ど
も
達
か
ら
家
庭
へ

と
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
事

例
な
ど
に
つ
い
て
も
説
明
し

た
。番

組
に
出
演
し
た
齊
藤
勝

同
県
医
師
会
長
は
、
厚
生
労

働
省
が
２
０
１
３
年
に
公
表

し
た
「
都
道
府
県
別
生
命
表
」

（
公
表
は
５
年
に
一
度
）
に

よ
れ
ば
、
県
民
の
平
均
寿
命

は
、
男
女
共
に
ワ
ー
ス
ト
で
、

男
性
は
８
回
連
続
、
女
性
は

４
回
連
続
の
最
下
位
で
あ
っ

た
こ
と
に
触
れ
、
短
命
県
と

い
う
汚
名
を
返
上
す
る
た

め
、
２
年
前
に
県
医
師
会
に

「
健
や
か
力
推
進
セ
ン
タ
ー
」

を
創
設
し
た
と
説
明
。
「
健

康
づ
く
り
に
よ
っ
て
人
づ
く

り
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
力

と
な
る
よ
う
取
り
組
み
、
そ

の
成
果
を
県
全
体
に
広
げ
て

い
き
た
い
」
と
強
調
し
た
。

そ
の
上
で
、
同
県
医
師
会

長
は
原
因
の
一
つ
と
も
な
っ

て
い
る
受
診
率
の
低
さ
が
、

疾
病
の
早
期
発
見
が
で
き
ず

重
症
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い

る
と
し
て
、
日
頃
か
ら
何
で

も
相
談
で
き
る
か
か
り
つ
け

医
を
持
つ
よ
う
勧
め
た
。

同
じ
く
番
組
に
出
演
し

た
、道
永
麻
里
常
任
理
事
は
、

「
青
森
県
医
の
取
り
組
み
に

熱
心
さ
を
感
じ
る
」と
述
べ
、

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
日

本
全
体
の
健
康
づ
く
り
の
啓

発
に
役
立
て
て
い
く
べ
き
と

し
た
他
、
健
康
診
断
な
ど
の

際
に
、
自
分
に
合
っ
た
か
か

り
つ
け
医
を
見
つ
け
て
欲
し

い
と
呼
び
掛
け
た
。

な
お
、
番
組
は
４
月
９
日

（
日
）
に
青
森
テ
レ
ビ
で
30

分
番
組
と
し
て
放
映
さ
れ

た
。日

医
テ
レ
ビ
健
康
講
座

「
ふ
れ
あ
い
健
康
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」
は
、
今
回
で
今
年
度

の
収
録
が
全
て
終
了
し
た
。

命
県
と
は
呼
ば
せ
な

い
！

～
」
を
テ
ー
マ

に
、
短
命
県
か
ら
の

脱
却
を
目
指
し
て
、

同
県
医
師
会
が
開
設

し
た
「
健
や
か
力
推

進
セ
ン
タ
ー
」
で
健

や
か
隊
員
育
成
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
修
了
し
た

「
健
や
か
隊
員
」
が

企
業
や
団
体
と
い
っ

た
職
場
や
学
校
、
地

域
で
取
り
組
ん
で
い

る
健
康
づ
く
り
の
活

動
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
リ
ポ
ー
ト
と

解
説
の
Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
交

え
つ
つ
紹
介
す
る
内

容
と
な
っ
た
。

Ｖ
Ｔ
Ｒ
で
出
演
し
た
、
同

県
医
師
会
健
や
か
力
推
進
セ

ン
タ
ー
セ
ン
タ
ー
長
の
中
路

重
之
弘
前
大
学
大
学
院
医
学

研
究
科
社
会
医
学
講
座
教
授

は
、
短
命
県
で
あ
る
原
因
と

し
て
、
①
喫
煙
率
が
高
い
②

受
診
が
遅
い
③
生
活
習
慣
が

改
善
さ
れ
な
い

─
こ
と
を

挙
げ
、
セ
ン
タ
ー
で
は
、
個

人
で
は
難
し
い
健
康
づ
く
り

に
、
職
場
、
学
校
、
地
域
ぐ

る
み
で
一
丸
と
な
っ
て
取
り

組
め
る
よ
う
、
「
健
や
か
隊

員
」
を
養
成
し
て
活
動
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
る
と
し
た
。

そ
の
他
、
県
内
の
銀
行
な

ど
多
く
の
企
業
が
「
健
康
宣

言
」
を
実
施
し
、
健
や
か
隊

員
が
各
職
場
で
、
「
毎
日
６

０
０
０
歩
以
上
歩
く
」
「
栄

養
講
義
の
中
で
の
塩
分
濃
度

測
定
」
等
、
独
自
に
行
っ
て

い
る
取
り
組
み
等
を
紹
介
。

更
に
、
地
域
で
は
、
県
下

40
の
う
ち
33
の
市
町
村
が
健

康
宣
言
を
し
て
お
り
、
地
元

の
健
や
か
隊
員
数
名
が
「
出

張
健
康
鑑
定
団
」
と
な
っ
て
、

健
康
フ
ェ
ス
タ
で
住
民
に
健

康
チ
ェ
ッ
ク
（
骨
密
度
測

定
・
血
管
年
齢
測
定
・
体
組

成
測
定
・
ロ
コ
モ
度
テ
ス

ト
）
を
行
い
、
自
営
業
者
、

専
業
主
婦
、
高
齢
者
な
ど
の

日本医師会テレビ健康講座（青森県）

「健やか力を身につける！
   ～もう短命県とは呼ばせない！ ～」
                                    をテーマに

す こ りょく

各
国
に
お
け
る
ヘ
ル
ス
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

 

現
状
と
課
題
に
関
す
る
国
際
会
議

  

─
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
個
人
情
報
保
護
・

デ
ー
タ
利
活
用
─

会
名
②
氏
名
③
所
属
機
関
④

医
籍
登
録
番
号
を
明
記
の

上
、
直
接
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は

メ
ー
ル
に
て
日
医
国
際
課
宛

て
に
申
し
込
み
願
い
た
い
。

◆
申
込
締
切
：
４
月
28
日

（
金
）。
た
だ
し
、
定
員
（
３

５
０
名
）
に
な
り
次
第
締
め

切
る
。

◆
主
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
：

・
あ
い
さ
つ　

横
倉
義
武
会

長・
基
調
講
演
（
山
本
隆
一
医

療
情
報
開
発
シ
ス
テ
ム
セ
ン

タ
ー
理
事
長
／
自
治
医
科
大

学
客
員
教
授
）

・
講
演
１
（Robert	Wah

ア

メ
リ
カ
医
師
会
元
会
長
）

・
講
演
２
（
韓
国
医
師
会
）

・
講
演
３
（Heng-Shuen	Chen

国
立
台
湾
大
学
医
学
部
教

授
）

・
講
演
４
（
樋
口
範
雄
武
蔵

野
大
学
法
学
部
特
任
教
授
）

◆
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

先
：
日
医
国
際
課
〔

03
─

３
９
４
２
─

６
４
８
９（
直
）、

03
─

３
９
４
６
─

６
２
９
５　

jmaintl@po.med.or.	

jp

〕※
本
会
議
へ
の
参
加
者
に

は
日
医
生
涯
教
育
制
度
の
単

位
が
付
与
さ
れ
る
（
単
位
数

未
定
）。

※
利
用
希
望
者
が
い
る
場

合
に
は
、
託
児
所
を
会
館
内

に
無
料
設
置
予
定
。
申
し
込

み
時
に
併
せ
て
連
絡
願
い
た

い
。

◆
主
催
：
日
医

◆
日
時
：
５
月
13
日
（
土
）

午
後
１
時
～
５
時

◆
会
場
：
日
医
会
館
大
講
堂

◆
目
的
：
２
０
１
６
年
世
界

医
師
会
（
Ｗ
Ｍ
Ａ
）
台
北
総

会
に
お
い
て
、
「
ヘ
ル
ス
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
と
バ
イ
オ
バ
ン

ク
に
お
け
る
倫
理
的
考
察
に

関
す
る
Ｗ
Ｍ
Ａ
宣
言
」
が
採

択
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、

日
本
、
米
国
、
韓
国
、
台
湾

に
お
け
る
ヘ
ル
ス
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
の
現
状
と
課
題
を
テ
ー

マ
に
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
個

人
情
報
保
護
、
デ
ー
タ
の
利

活
用
に
焦
点
を
当
て
て
議
論

を
行
う
。

◆
参
加
費
：
無
料

◆
申
込
方
法
：
参
加
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
①
所
属
医
師

※SAMPLE※

　医師資格証（HPKIカード）の提示やIC
チップ機能で「医師である」ことを証明す
ることができます。
　詳しくは、当センターのホームページをご
覧下さい。

http://www.jmaca.med.or.jp
E-mail  toiawase@jmaca.med.or.jp

─どのようにして
    医師であることを証明しますか─

「私は医師です」

日本医師会電子認証センター


